
しらかわ・地域産業６次化ネットワーク 設置要領

（目的）

第１条 福島県県南地方の豊かな地域資源、地域力を発揮しながら、１次・２次・３次産業

が様々な形で融合した新たな地域産業を創出し、地域の活性化を図るため、農林漁業

者と商工業者等の情報共有、マッチング、シーズ発掘の場となる「しらかわ・地域産

業６次化ネットワーク」（以下「ネットワーク」という。）を設置する。

（事業）

第２条 ネットワークは、全県ネットワークと連携し、次の事業を行う。

(１) ネットワーク交流会の開催

(２) 全県ネットワークセミナーへの参加

(３) 先進地視察研修の実施

(４) ６次化商品推進キャンペーンへの参加

(５) 会員・関係団体等との連絡調整

(６) 前各号に掲げるもののほか、ネットワークの目的達成に必要な事業

（会員）

第３条 ネットワークは、農業経営者や食品関連企業、農業参入企業を始め、地域産業６次

化に関心と意欲のある個人・法人・団体及び「しらかわ・地域産業６次化推進協議会」

構成員をもって組織する。

２ ネットワークの目的に賛同し、これを援助する個人、団体を会員とすることができる。

３ ネットワークに加入を希望する者は、しらかわ・地域産業６次化ネットワーク加入申

込書により事務局に申し込むものとする。

なお、会員相互の情報交換のため、加入申込書の内容は、ネットワーク会員に公開す

るものとする。

（会費）

第４条 ネットワークの入会金及び会費は無料とする。

（運営）

第５条 ネットワークの運営は、「しらかわ・地域産業６次化推進協議会」が当たる。

２ ネットワークの事務局は、福島県県南農林事務所企画部地域農林企画課内に置く。

（その他）

第６条 この要領に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、「しらか

わ・地域産業６次化推進協議会」において決定する。

附 則

この要領は、平成２２年５月２８日から施行する。



「しらかわ・地域産業６次化ネットワーク」加入申込書

個人の場合 団体・会社の場合

(ふりがな) (ふりがな)

氏名 団体等の名称・部署

(ふりがな)

担当者の役職・氏名

 〒

ＦＡＸ

※各種情報を配信します。ぜひ登録してください。

　□①農業者　　□②畜産業者　　□③漁業者　　□④林業者

　□⑤商業者　　□⑥工業者　　　□⑦金融機関

　□⑧農林漁業関係機関・団体　　□⑨商工関係機関・団体　　□⑩行政

　□⑪大学・研究機関　　□⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　）

※□にマーク（■or✔）してください。複数選択、可。

※職種区分ごとに記入してください。

※ネットワークの設置目的

　福島県県南地方の豊かな地域資源、地域力を発揮しながら、１次・２次・３次産業が様々な形で

　融合した新たな地域産業を創出し、地域の活性化を図るため、農林漁業者と商工業者等の情報共

　有、マッチング、シーズ発掘の場となる「しらかわ・地域産業６次化ネットワーク」を設置する。

※申込書に記入された個人情報は適正に取扱い、地域産業の６次化以外の目的では利用しません。

　個人情報の内容は、ネットワーク会員へ配布させていただくことを予めご了承下さい。

氏名・名称

住　所

電　話

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

ＰＣ

携帯電話

連携相手・
イメージ等

　記入例：リンゴ、和ナシを作付けして独自のルートで販売を行っている。事業多角化を
　　　　考えており、リンゴを加工して製品化し、付加価値を高めていくために製造業者・
　　　　販売事業者と連携して商品開発をできないかと考えている。

事業概要

職種区分


